
リーダー研修リーダー研修

【カリキュラム】

1

日
目

目的 プログラム 項目 所要時間

現状把握と優先順位決定スキ
ルの習得。
インバスケットの基礎を理解し、
限られた時間内で案件の「緊急
度」と「重要度」を正しく見極める
力を養います。ワークを通じて、
自身の判断基準と優先順位付
けの型を学びます。

インバスケットとは
・インバスケットの概要
・本研修で発揮したい能力と得られる効果
・インバスケット問題への取り組み

4時間
優先順位設定

・「緊急度」と「重要度（影響度）」の軸
・優先順位づけのワークと発表
・優先順位マトリックスとの比較

問題解決のプロセス
・問題解決の流れの理解
・問題解決のワークと発表

2

日
目

多角的な分析による問題発見・
意思決定力の向上。
自身の行動を客観的にスコアリン
グし、経営の視点から真の課題
を特定する「問題発見力」と、根
拠ある「意思決定力」を強化しま
す。

インバスケット10のディメンションと
4大能力について

・初日ワークの振り返り
・「10のディメンション」と「4大能力」について

4時間

スコアリングシートについて
・スコアリングシートについて
・スコアリングシート作成

問題発見力の強化
・問題発見力を構成するコンピテンシー
・問題発見力強化トレーニング

意思決定力の強化
・意思決定力を構成するコンピテンシー
・意思決定力強化トレーニング

３
日
目

組織を動かす計画力と実践的な
解決プロセスの定着。
物事の本質を見抜く「洞察力」と、
周囲を巻き込む「計画組織力」
を磨きます。

洞察力の強化
・洞察力を構成するコンピテンシー
・洞察力強化トレーニング

4時間

計画組織力の強化
・計画組織力を構成するコンピテンシー
・計画組織力強化トレーニング

再戦！問題解決のプロセス
・問題解決のワークと発表
・振り返り・まとめ

アクションプラン設定 ・2日間の研修を次につなげる目標の策定

例 中小企業
事業外訓練 対象者20名まで一律 研修時間12時間

※助成金申請にあたる社会保険労務士への報酬は含まれておりません。
※大企業の場合は助成額、助成率が異なります。

※社会保険労務士のご紹介も可能です。

費用はこれだけ！

TEL：052‐533-3539
teigaku@be-staffing.co.jp
http://www.be-staffing.co.jp/

株式会社 Beスタッフィング
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２番11号
シークスビル５階(名古屋駅徒歩約10分)

12時間の研修で管理職に必要な実践的なスキルを伝授12時間の研修で管理職に必要な実践的なスキルを伝授
この講座は、厚生労働省の人材育成支援助成金の対象になる可能性があります。

業種や受講者の職務と訓練の関連性、実際に行われた訓練内容、経費や賃金の支払い状況など、
様々な要件を審査し、個々のケースごとに助成の可否が判断されます。
各種要件を満たして助成が可になった場合の経費助成率と、
賃金助成額は下記の通りです。

人材開発支援助成金 人材育成支援コースの対象となった場合

研修費用 4H×3回

助成額

¥792,000

¥548,400

(税込)

経費助成 ¥792,000×45%
賃金助成 ¥800×12H×20名

¥356,400
¥192,000

¥243,600（税込）実質負担

【実施場所】 貴社または弊社のどちらか（相談による）

No.0０7

講師 桑原

（※教材費含む）



主たる事業
資本金または
出資の総額

企業全体で
常時雇用する労働者数

小売業
（飲食店を含む）

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種 3億円以下 300人以下

主たる事業 該当分類項目

小売業

大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち
中分類 56（各種商品小売業） 中分類 57（織物・衣服・身の回り品小売業）
中分類 58（飲食料品小売業） 中分類 59（機械器具小売業）
中分類 60（その他の小売業） 中分類 61（無店舗小売業）

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち
中分類 76（飲食店） 中分類 77（持ち帰り・配達飲食サービス業）

サービス業

大分類Ｇ（情報通信業）のうち
中分類 38 （放送業） 中分類 39 （情報サービス業）
小分類 411（映像情報制作・配給業） 小分類 412（音声情報制作業）
小分類 415（広告制作業）
小分類 416（映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業）

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち
小分類 693（駐車場業） 中分類 70 （物品賃貸業）

大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業）
大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 中分類 75（宿泊業）
大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業） ただし、小分類 791（旅行業）は除く
大分類Ｏ（教育、学習支援業）（中分類 81,82）
大分類Ｐ（医療、福祉）（中分類 83～85）
大分類Ｑ（複合サービス事業）（中分類 86,87）
大分類Ｒ（サービス業）（中分類 88～96）

卸売業

大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち
中分類 50（各種商品卸売業） 中分類 51（繊維・衣服等卸売業）
中分類 52（飲食料品卸売業） 中分類 53（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業）
中分類 54（機械器具卸売業） 中分類 55（その他の卸売業）

製造業その他 上記以外のすべて

経費助成
（部外講師への謝金・手当）

賃金助成
（1人1時間当たり）

中小企業 45％ 800円

中小企業以外 30% 400円

中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、「主たる事業」ごとに、「資本金の額または出資の総額」または「企業全体
で常時雇用する労働者の数」によって行い、どちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
ただし、以下の例のような資本金等を持たない事業主は「企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。
（例）個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、
協同組合、協業組合
また、「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。

対象：次のすべての要件を満たす事業主
1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、

その計画の内容を労働者に周知していること
3. 職業能力開発推進者を選任していること
4. 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
5. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、５年間保存している事業主であ

ること
6. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働

局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業
主であること

7. 事業展開等実施計画（様式第２号）を作成する事業主であること

助成額・助成率

事業主分類
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